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海外展開支援事業 

 

目  的 

県内企業の海外展開を推進するため、台北、上海、香港の各事務所ならびにアジアや北米、

ヨーロッパの各駐在員を活用し、海外情報の収集・提供、海外の市場調査、観光客の誘客、

県産品の販路拡大、企業誘致活動等を行います。 
また、海外展開に関するセミナーの開催や海外へのミッション派遣、海外見本市・商談会等

への出展支援等を行います。 
 

 

対 象 者 

海外への進出に興味があるまたは計画している県内事業者ならびに販路拡大を希望する県

内事業者 
 

 

活用のポイント 

まずは、本社（那覇）の窓口にご相談ください。ご相談内容に応じて、公社の海外事務所

等の活用はもちろん、（財）沖縄観光コンベンションビューローやジェトロ沖縄貿易情報セン

ターなど他の機関のご紹介もいたします。 
 
 

費  用 

窓口での相談及び海外事務所・駐在員の活用は原則として無料です（費用が発生しない場

合）。また、見本市への出展には一部助成がある場合があります（見本市により内容が異なり

ます）。 
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フロー図等 

 
 

 

問い合せ先 

財団法人沖縄県産業振興公社 海外・ビジネス支援課 
 ＴＥＬ：098-859-6238  ＦＡＸ：098-859-6233 
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ジェトロ・メンバーズ 

（ジェトロの会員制度） 

 

 

目  的 

「ジェトロ・メンバーズ」は、日本貿易振興機構（ジェトロ）の会員制度です。会員の皆様

に、世界約 70 カ所と国内 36 カ所にあるジェトロの事務所で収集した海外でのビジネスに関

係する様々な最新情報をお届けしています。また、ジェトロの各種サービスを割引価格にて

ご利用いただけます。 

 

 

対 象 者 

日本国内に住所のある法人、または個人。 

 

支援内容 

会員の皆様に「通商弘報」（日刊・メール配信。過去の記事もウェブ上で検索いただけます。）

「ジェトロセンサー」（月刊誌）など、ジェトロが収集した海外の最新ビジネス情報をお届

けしています。 

また、ジェトロの各種有料サービスを無料または割引料金でご利用いただけます。 

（例）海外ミニ調査サービス：海外の企業リスト作成、制度情報、統計資料の提供などのサ

ービスについて、会員企業様には年間約 3 万円分を無料で提供しております。 

詳細については、以下の URL をご覧ください。 

URL: http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/ 

 

 

活用のポイント 

輸出入業務に携わられている方、これから開始される方や、海外への進出を検討されている

企業様、既に海外でビジネスを展開されている企業様など、国際ビジネスに関わる全てのお

客様にとって有益な各種の情報を提供しております。（年会費: 73,500 円）。 

ジェトロのウェブサイト「メンバーズからの声」ページではジェトロ・メンバーズのサービ

ス活用事例を掲載しています。是非、ご覧ください。 

URL: http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/voice/ 

http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/
http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/voice/
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申請時期 

随時ご入会いただけます。入会をご希望の方はジェトロ沖縄宛にご連絡ください。 

また、ウェブサイト上からも入会の手続が可能です。下記の URL をご参照ください。 

URL: http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/ 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

E メール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

 

 

http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/
mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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ジェトロ地域間交流支援（RIT）事業 

 
 

目  的 

ジェトロの持つ海外情報・ネットワークを駆使し、日本各地の産業集積地の皆様と共に海

外地域との産業交流活動を行い、両地域・企業間の国際連携促進や新製品・サービス開発な

どの新産業創出を目指します。 

 

 

対 象 者 

地場産業を代表できる組織（業界団体、有志の協議会、研究会、商工会・商工会議所、自

治体、またはそれらが一緒になったコンソシアーム等） 

 

 

支援内容 

①海外基礎調査： 

海外の交流先の産業の状況や交流希望分野の企業などについてジェトロの海外事務所が調

査を行います｡ 

 

②海外出張調査： 

専門家(ジェトロが適当と認めた人) を､交流先の対象産業・個別企業への現地調査や産業

交流計画についての海外側産業団体との協議などを行うため派遣します｡ 

 

③海外有識者招へい： 

対象産業分野の見識が深い、あるいは技術のある専門家 1 名を海外から日本へ招き、セミ

ナー・シンポジウム、実地指導等を行います。 

 

④海外ミッション派遣： 

企業間の経済交流(商談会､交流会､企業訪問など) のためにミッションを派遣します｡ 

 

⑤海外有力企業招へい(ミッション受入れ) ： 

海外の交流先地域から国内地域との経済交流を希望する企業を招へいし､地元企業との交

流会､個別企業との商談などを行います｡ 
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詳細はこちら：http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/high-tech/rit/ 

 

活用のポイント 

この事業を活用して､地域経済の活性化を成功させるポイント： 

①当事者意識と強い交流意欲があること｡②明確な目的・目標を設定すること｡③関係機関・

企業との連携をスムーズに行うこと｡④十分な事前調査と双方のニーズの確認をすること｡⑤

独自予算の必要性｡⑥GIVE&TAKE の視点を持つこと｡⑦事業終了後も視野に入れた中期計画を

持つこと｡ 

 

 

申請時期 

2011 年 12 月頃募集開始予定（情報は随時上記事業紹介ページに掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/high-tech/rit/
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フロー図等 

 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

E メール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

 
 

mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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ネット上で国際的な取引相手探しを支援 

TTPP ：(Trade Tie-up Promotion Program) 

 

目  的 

日本と海外の企業のビジネス交流を促進するため､｢商品・部品の輸出入｣｢業務提携（生産・販売・

保守）｣｢業務支援（貿易代行・通訳・調査・他）｣｢技術交流｣｢投資｣｢工場・事務所の設立｣など幅広い

ビジネス形態で､ビジネスパートナー探しを支援するサイトです｡ http://www.jetro.go.jp/ttppj/ 

 

対 象 者 

国内外のビジネスパートナーを探している方 

 

支援内容 

インターネットで国際的なビジネスパートナー探し(無料) 

 

活用のポイント 

①登録はインターネットから簡単､無料： 

TTPP 登録のビジネス案件の担当者にコンタクトしたい方、あなたのビジネス案件を国内・海外に

発信したい方､TTPP にユーザー登録すると、すぐご利用いただけます。会社・個人を問わず、どなた

でも登録いただけます。（ただし、ジェトロは英語のサポートを致しません） 

②利便性を重視するトップページ： 

トップページでは､常時､新規登録案件と特集ページを紹介しています｡ 

③日本と海外のすべてのビジネス案件が閲覧可能： 

国内・海外のビジネス案件が検索、閲覧できます｡海外の案件も日本語で紹介しています。 

④TTPP以外の海外ビジネス・企業紹介サイトへのアクセスも簡単： 

ヘッドライン・メニューの“グローバルリンク”では、世界各国のビジネス系サイトを紹介しています。 

⑤TTPPの利用や海外取引で困った時は“TTPP活用術”がアドバイス： 

左メニューの“TTPP活用術”には、効果的なTTPP登録や便利なTTPP検索方法のほか、詐欺や取

引トラブル回避策について事例を紹介し、解説しています。 

⑥海外企業の信用調査、自社の信用度をアピールできるサービスを紹介（有料） 

取引き相手（候補）企業の信頼性を確認するための「企業信用調査」や自社の信頼度を高めるため

の「簡易事業調査」サービスを紹介しています。 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/ttppj/
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問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 
 

 

 

mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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ビジネス・アポイントメント取得サービス 

（海外での商談アレンジ） 

 

 

目  的 

海外の企業・団体との商談（BtoB）を目的としたビジネス・アポイントメントの取得を代行します。海外

販路開拓に向けた国際営業や業務提携を目指した事業開発など具体的な取引をお考えのお客様

には、ジェトロが海外企業・訪問先とのビジネス・アポイントメントをアレンジします（有料）。 

 

 

対 象 者 

日本国内の企業 

 

 

支援内容 

企業間の商取引や国際販路開拓を目的としたアポイントメント取得を対象範囲とします。 

次のような目的・訪問先・お客様のアポイントメント取得は対応しかねます。 

サービス対象外詳細：http://www.jetro.go.jp/services/appointment/ 

【留意点】 

 先方に連絡する事前の訪問趣意書（英語か現地語）はお客様ご自身で作成願います。ジェ

トロでは翻訳・通訳はしません。  

 最善を尽くしてアポイントメント成立に向けて努力しますが、あくまでもジェトロは仲介役でし

かなく、｢ジェトロを通すとアポイントメントが取得しやすくなる｣という保証はありません。訪問

先との時間設定について、お客様のご出張前の手間を省くための代行サービスとしてお考

えください。  

 また、現地ジェトロ事務所の情勢や判断などにより、ご希望に沿ったアポイントメント取得や

随行が困難な場合がございます。  

 ジェトロは商談結果の責任は負いません。契約や商談後フォローもご自身の責任で行って

いただきます。  

http://www.jetro.go.jp/services/appointment/
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活用のポイント 

・１ヶ月以上の余裕をもってお申し込みください。 

基本料金： 

お客様が企業を指定される場合 12,600 円（税込）／1 社 1 回 

ジェトロが訪問先を斡旋する場合 25,200 円（税込）／1 社 1 回 

現地スタッフ随行をご希望される場合、上記料金にプラス 21,000 円（税込）／1 社 1 回 

 

ジェトロ・メンバーズは２割引（中国経済情報研究会員、農水産情報研究会員は割引対象外） 

※ご出張予定日まで、1～2 ヶ月程度のお時間がございましたら、まずは海外ミニ調査サービスで該

当企業をリストアップされた後、商談希望先をご指定頂きますと、よりご希望に沿った企業と商談のア

ポイントメントになる可能性がございます。どうぞご利用ください。 

・アポイントメントが成立した時点でサービス履行となります。  

・アポイントメントが成立後、お客様のご都合で日時変更されたい場合、別途 12,600 円（メンバーズ

10,080 円）／1 社の追加料金をお支払いいただきます。  

・訪問先が面談対応に関する手数料を請求する場合がございます。その場合、お客様にご判断いた

だき、お支払いなどご対応ください。ジェトロは仲介しません。  

 

・ 随行サービスの場合でも商談に関する通訳や交通費などの費用は別途お客様負担となります

のでご留意ください。 

 

 

申請時期 

随時募集 

 

 

申請先 

ジェトロウェブサイト（http://www.jetro.go.jp/services/appointment/）よりお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/services/appointment/
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フロー図等 

STEP１：「取得サービス対象」「料金/所要日数」「料金請求/お支払い方法」「利用規則/免責事項」

をご確認の上、申し込みフォームに必要事項を漏れなくご記入ください。 

※原則、1 ヶ月以上の余裕をもってお申し込みください。  

    

 

STEP２：記入事項をご確認後、送信ボタンを押してください。  

 

    

STEP３：最寄りのジェトロよりご依頼内容のを確認のためご連絡します。 

会社パンフレット（和・英）、商品カタログ（和・英）、訪問趣意書（プロポーザル）、訪問者略歴（プロフ

ィール）などの参考資料の送付をお願いする場合があります。  

 

    

STEP４：最寄りのジェトロより予約結果をお送りします。 

※通常、申し込み内容確認日より 3 週間程度でご連絡します。  

 

    

STEP５：予約日時・場所でご面会ください。  

 

  

STEP６：後日、ジェトロより請求書をお送りしますので、お支払いください。 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 
 

 

mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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ビジネスサポート in Silicon Valley 

（シリコンバレー拠点活用型北米ビジネス開拓支援事業） 

 

 

 

 

目  的 

ジェトロは、我が国中小・ベンチャー企業の皆様方の北米での市場展開を支援することを

目的に、「シリコンバレー拠点活用型北米ビジネス開拓支援事業」を実施しております。ジェ

トロがシリコンバレーに設置した BIC（US-Japan Business Innovation Center）のオフィス

スペースとソフトサービスをご活用いただくことで、皆様の北米における円滑なビジネス展

開をサポートします。 

 

 

対 象 者 

既に具体的な製品・サービスを有するハイテク分野・機械分野の中小企業（書類審査あり） 

 

 

支援内容 

サービス内容： 

3 カ月間、オフィススペースとコンサルティングサービスを無償提供します。 

 

※延長制度あり（延長利用は 3 カ月を 2回限り。最長 9 カ月まで利用可能） 

※ただし、入居手続料等をお支払いいただく必要があります。 

 

入居手続料等：  

(1)入居手続料(税込み) ： 31,500 円（ジェトロメンバーズの場合は、28,350 円） 

(2)入居保証金     ：100,000 円 

(3)延長手続料(税込み） ： 10,500 円（ジェトロメンバーズの場合は、9,450 円） 
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施設・サービスの紹介 

 

 

【BIC（US-Japan Business Innovation Center）の概要】 

我が国中小・ベンチャー企業の北米における販路開拓およびその足がかりとなる拠点設立

等にご利用いただくことを目的に、ジェトロがシリコンバレーに設置したビジネス支援拠点。

サンノゼ市及びサンノゼ州立大学が出資・運営する US Market Access Center（US-MAC）内

に設置していることから、そのサービスも受けることができます。スタンフォード大学、地

元起業家や IT、バイオ等のハイテク企業とのネットワークも充実しています。 

BIC の運営および入居後のサポートにつきましては、ジェトロ・サンフランシスコ事務所

が担当いたします。 

（BIC 所在地） 

米国カリフォルニア州サンノゼ市（シリコンバレー） 

10 South Third Street, 3rd Floor, San Jose, CA 95113 

※US-MAC 内に設置 

 

＜詳細＞→ http://www.jetro.go.jp/services/bic/ 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

 

http://www.jetro.go.jp/services/bic/
mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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海外の経済・貿易・投資に関する情報提供 

(ジェトロ沖縄のご案内) 

 

 

海外の経済・貿易・投資に関する情報を提供し､地域経済の活性化を支援しています｡各種サー

ビスは原則として、企業・団体・自治体・個人の別を問わず､どなたでもご利用頂けます｡ 

 

＜支援内容＞ 

貿易・投資 

 

相談目的 支援内容 

１. 海外の経済・貿易情

報を収集したい 

 

①資料閲覧コーナー（開館時間：平日9：00～12：00、13：00～17：00）で

は､世界各国の各種ダイレクトリー、経済・産業動向、投資環境などの資料

を開架しており、ご自由に閲覧できます。また、販売コーナーではジェトロ

出版の海外・貿易関連書籍を購入することができます。 

また、資料閲覧コーナーに設置しているパソコンから、海外の企業情報や

各国の貿易統計など、ウェブサイトにはない貴重な情報データベースにア

クセスできます。 

②海外市場・産業事情等に関連する講演会・セミナーを随時開催していま

す｡ 

③国際ビジネスのサポートサイトとして開設した､ジェトロのウェブサイト

（http://www.jetro.go.jp/indexj.html）では､世界・日本の基礎データに

関する情報を提供しています｡また､貿易投資の実務に役立つ情報も掲載

しています｡ 

 

２. 海外の取引先相手・

商品を見つけたい 

 

①資料閲覧コーナーでは､各国貿易関係企業ダイレクトリーを多数揃えて

います｡資料閲覧コーナーのパソコンからは、Kompass Onlineをはじめ、企

業データベースにアクセスすることができます。また､日刊紙｢通商弘報｣､

月刊誌｢対日ビジネス最前線｣では貿易に関する制度等の情報提供や対

日輸出有望産品の紹介を行っています｡ 

②ジェトロのウェブサイトでは､貿易・技術支援投資でビジネスパートナー

探しをサポートするサイト｢TTPP｣

（http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html）をご活用いただけます｡

TTPP への登録､ビジネス案内の検索､閲覧は全て無料です｡また国内外

の展示会情報｢J-Messe｣（http://www.jetro.go.jp/matching/j-messe/）
の検索もご利用いただけます｡ 

③サンプル展示会を通して海外の対日輸出有望産品の紹介や､県内企

業の海外見本市等への出展支援を行っています｡ 

 

http://www.jetro.go.jp/indexj.html
http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html
http://www.jetro.go.jp/matching/j-messe/
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３. 海外投資に関する情

報を入手したい 

 

①資料閲覧コーナーでは､海外の工業団地や投資環境に関する資料を

揃えており、自由に閲覧できます｡ 

②国内においては海外の投資環境情報の提供等のサービスを行ってい

ます｡海外では投資アドバイザーによるコンサルティングサービスや､短期

間オフィススペースを提供する｢ジェトロ・ビジネス・サポートセンター｣(タイ・

フィリピン・インド) をご活用頂けます｡ 

 

４. 貿易・投資に関する

相談をしたい 

 

貿易・投資相談については随時受け付けております｡また､毎週金曜日の

午後１時～５時は､ジェトロ認定貿易アドバイザーによる貿易実務､海外投

資・進出についての特別個別相談を無料で行っています｡（要予約）詳しく

は、「貿易アドバイザーによる貿易投資相談」

（http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/okinawa/advice/）をご覧ください。 

 

 

 

お問い合わせ先 

ジェトロ沖縄 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/okinawa/advice/
mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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海外ビジネス・サポートセンター 

 

 

目  的 

ジェトロ・海外ビジネス・サポートセンターは現地でのビジネス立ち上げに必要な投資制

度情報・ノウハウ（ソフト）とオフィス機能（ハード）が融合した投資情報のワンストップ

サービスセンターです。現在、フィリピン、タイ、インド（ニューデリー、ムンバイ）にあ

ります。 

海外へのビジネス進出を検討している日本企業の方をサポートするほか、既に海外に進出

している企業の方にも情報提供やコンサルテーションサービスを行っています。 

 

 

対 象 者 

入居対象者 

・フィリピンとその周辺国、および、インドへの投資、技術提携等を検討する日本企業 

・タイへの投資、進出を検討している日本企業 

［例えば］ 

・フィジビリティースタディをしたい 

・合弁先、提携先を探している 

・会社設立の準備をしたい・・・などのご希望をお持ちの企業 

 

入居資格 

・フィリピン：日本で法人登記し、フィリピンに拠点を持たず、日本での事業と同様の事業  

を以てフィリピンへの投資・技術提携等を検討する日本法人  

・タイ：日本で法人登記し、タイに拠点を持たず、タイへの投資・技術提携等を検討する日

本法人。  

・インド：原則として日本で法人登記し、インドに拠点を持たず、日本での事業と同様の事

業を以てインドへの投資・技術提携等を検討する日本法人  

・代表者（申請者）が施設入居について了承していること  

・入居者は当該企業の社員で進出に携わる方であること  

※なお、入居申請後に簡単な審査があります。場合によってはお断りすることもありますの

で予めご了承ください。 

※その他細則はお問い合わせください。 
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支援内容 

・オフィススペースの提供 

 

・アドバイザーらによる情報提供・コンサルティング等、 

詳細はこちら：http://www.jetro.go.jp/services/bsc/ 

 

 

活用のポイント 

入居期間 

・フィリピン、インド：最長 2 カ月（2カ月ごとに延長利用申請が必要） 

・タイ：最長３カ月 オフィス利用時間：午前 9時から午後 5 時 

    （土曜、日曜、祝日、年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

禁止事項：「販売等営業行為」 ※その他細則はお問い合わせください。 

 

入居に関する費用 

フィリピン、インド：入居手続料（税込み）／2カ月：66,000 円（大企業）21,000 円（中

小企業） 

※ジェトロ・メンバーズの方は 59,400 円（大企業）18,900 円（中小企業）  

・通信費・コピー代等の実費は入居者負担  

タイ：入居手続料（税込み）／3カ月：76,500 円（大企業）31,500 円（中小企業） 

※ジェトロ・メンバーズの方は 68,850 円（大企業）28,350 円（中小企業）  

 通信費・コピー代等の実費は入居者負担  

o 大企業、中小企業の区分は中小企業法に準じます。  

 

 

申請先 

ジェトロウェブサイト（http://www.jetro.go.jp/services/bsc/）よりお申し込みください。

随時受付中。 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/services/bsc/
http://www.jetro.go.jp/services/bsc/
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フロー図 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

  

 

利用申請書を取得（ダウンロード）する前に、入居約款および利用規

則を必ずご覧になってください。入居約款および利用規則をお読みい

ただいた後、申請書をダウンロードしてください。 

※「申請書記入に当たっての留意点」をご参照ください。 

   

  

入居者が代表者と異なる場合のみ、入居者と貴社との雇用契約を証

明する文書（社員証コピー等）をご提出いただきます。 

   

  

上記の必要書類一式をジェトロ貿易投資相談センター貿易投資相談

課までご提出ください。 

  

 
インタビュー後、入居資格を審査させていただきます。 

 

  

  

入居が承認されれば、承認通知と入居までの手順についての資料を

お送りします。 

※審査の結果、入居をお断りすることもございます。 

   

 

やむをえない事情により入居日を変更する場合は、必ずジェトロ貿易

投資相談課までご連絡ください。なお、混雑具合により、ご希望に添

えないこともございますので予めご了承ください。 

   

  
貴社の入居確認後、日本本社に請求書を送付いたします。 

mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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海外ブリーフィングサービス 

 

 

目  的 

お客様が出張された際、ジェトロ海外事務所で蓄積している一般経済情報や現地市場情報をご

提供するサービスです。 

 

 

対 象 者 

日本からの出張者や在外日系企業等 

・観光が主目的の場合は、お受けできませんのでご了承ください。 

 

 

支援内容 

海外駐在員や専門アドバイザーが海外市場調査や現地法制度・商習慣についてご相談に応じま

す。 

 

 

活用のポイント 

ジェトロメンバーズ特典： 

・ジェトロメンバーズに限り以下のサービスがご利用いただけます。（無料） 

※ただし、事務所により対応できない場合があります。  

・ホテル予約：ジェトロがホテルの予約を手配します。  

・通訳紹介：ジェトロが通訳を紹介します。 

（紹介のみで手配はできません。費用についてもお客様が直接お支払いください。） 

 

 

申請時期 

 随時募集 

 

 

申請先 

ジェトロウェブサイト（http://www.jetro.go.jp/services/briefing/）よりお申し込みください。 

 

http://www.jetro.go.jp/services/briefing/
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フロー図等 

STEP１：「利用規則/免責事項」をご確認の上、申し込みフォームに必要事項を漏れなくご記入くださ

い。  

    

STEP２：記入事項をご確認後、送信ボタンを押してください。  

    

STEP３：送信確認のメールをお送りします。 

※ご依頼内容の確認のため、最寄りのジェトロよりご連絡する場合があります。  

    

最寄りのジェトロから、当該海外事務所のアポイントを予約し、結果をメールにてご報告します。  

    

 

STEP４：予約日時に直接ジェトロ海外事務所をご訪問ください。 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 
 

mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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海外ミニ調査サービス 

 

 

目  的 

海外ビジネス展開に必要な小売価格・企業照会・制度情報など、ちょっとした海外の調査

を、世界約 70 ヶ所のジェトロ海外駐在員がお客様に代わってお調べします。 

料金は1ユニット10,500円(税込)～と手頃にご利用いただけるサービスとしてご好評をいた

だいております。 

http://www.jetro.go.jp/services/research/quick_info/ 

 

 

対 象 者 

国内の企業、団体、個人 

 

 

支援内容 

ジェトロ海外事務所などで駐在員や現地スタッフが、通常業務の範囲で対応可能な簡易な

情報を範囲対象とします。 

ジェトロの目的・性格に合致しないもの、あるいは駐在員や現地スタッフの調査能力・許

容範囲を超えて対応実施が困難であると判断するものについては、お引き受けできない場合

があります。ご了承ください。 

・情報照会対象地域は、ジェトロ海外事務所が在る国・地域とします。 

・照会結果レポートは原文のままお渡しします。 

・サンプルなどの収集、現地撮影などのご依頼はお引き受けしかねます。 

・所要日数は通常 1 ヶ月程度です。１ヶ月を越える場合、お客様にその旨ご連絡 

します。（納期の短縮はお引き受けしかねますのでご了承ください。） 

 

 

活用のポイント 

料金：照会内容により、料金が異なります。 

・基本料金 1 ユニットあたり 10,500 円（税込） 

※ユニットとは、調査工数の単位で、国/地域×業種/品目×照会事項 など調査範囲・難易度

によって変動します。 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/services/research/quick_info/
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特典 

・ジェトロ・メンバーズ様は年間 3 ユニットまで無料でご利用いただけます。 

・3 ユニットを越えた場合は、4 ユニット以降は割引料金（1ユニットあたり 8,400 円）とな

ります。 

・中国経済情報研究会員は中国が情報照会対象の場合のみジェトロ・メンバーズ割引料金が

適用されます。（農水産情報研究会員は割引対象外です） 

・調査の結果、該当する情報がない場合でも該当ユニット分の料金をご請求させていただき

ます。（その場合、調査先、調査方法等の情報を提供します。） 

 

申請時期・申請先 

随時募集 詳しくはジェトロウェブサイト 

（http://www.jetro.go.jp/services/research/quick_info/）よりお申し込みください。 

 

 

フロー図等 

STEP１：「情報サービス対象」「料金/所要日数」「料金請求/お支払い方法」「利用規則/

免責事項」をご確認の上、申し込みフォームに必要事項を漏れなくご記入ください。  

    

STEP２：記入事項をご確認後、送信ボタンを押してください。  

    

STEP３：送信確認のメールをお送りします 

※ご依頼内容の確認のため、最寄りのジェトロよりご連絡する場合があります。  

    

STEP４：最寄りのジェトロから、当該海外事務所に調査依頼し、結果を FAX でお送りします。 

※所要期間は、通常 3週間程度です。  

    

STEP５：後日、ジェトロより請求書をお送りしますので、お支払いください。 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

http://www.jetro.go.jp/services/research/quick_info/
mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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楽しみながら磨く国際力「貿易実務オンライン講座」のご案内 

 

 

目  的 

貿易実務の流れを体系的に理解し、コスト削減やリスク回避、トラブル対処など、取引内容

の改善に役立つノウハウの習得を目指します。 

【対 象 者】国内外の企業、団体、個人 

・貿易実務・国際業務に携る方、これから担当する方。（基礎編） 

・貿易実務の専門知識を深め、コスト削減やリスク回避の感覚を身につけたい方（応用編） 

・ 英文契約の基礎知識を身につけ、取引に有利な条項を見極めたい方（英文契約編） 

 

 

支援内容 

オンラインでの貿易実務講座のご提供 

 

 

講座詳細 

◇基礎編： 

貿易実務の基礎を体系的に学べます。初心者や研修に最適で、貿易に係わる多くの企業様

に採用されています。 

◇応用編： 

リスク回避、トラブル対応の実践的な内容が中心。貿易従事者が直面する共通の悩みを解

決するノウハウを学習します。 

◇英文契約編： 

海外取引で締結する販売店契約・売買契約の英文契約書のポイントを解説。契約書の作成、

内容の見直しに役立ちます。 

詳細はこちら：http://www.jetro.go.jp/elearning/gaiyou/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/elearning/gaiyou/
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活用のポイント 

①インターネットを経由して行う講座のため、場所や時間を選ばず学習でき、貿易実務の知

識を効果的、かつ確実に取得できます。 

②ジェトロに多く寄せられる相談などを基に編集された、実務に直結した内容です。 

③貿易の専門家による質問サポートや、学習進度に応じて届く応援メールなど、フォロー体

制も充実しています。 

 

 

申請時期 

◇開講時期：年 6 回（4月、6 月、7 月、9 月、10 月、12 月） 

◇受講期間：11週間 

スケジュール・お申込み方法の詳細は、下記ホームページをご参照ください。 

詳細はこちら：http://www.jetro.go.jp/elearning/sch/ 

 

 

問い合わせ先 

日本貿易振興機構（ジェトロ） e ラーニング事務局 

TEL：03-3582-5163  FAX： 03-3582-0504 

E メール：ecollege@jetro.go.jp 

ホームページ：http://www.jetro.go.jp/elearning/ 

 

http://www.jetro.go.jp/elearning/sch/
mailto:ecollege@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/elearning/
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国際化支援アドバイス 

 
 

目  的 

海外投資、輸出入等の国際取引又は外国企業との業務提携等、海外展開を志向する中小企業

者にとって、人材や情報収集力の不足等から事業の遂行や取引に問題が生じる場合が少なくありま

せん。 

こうした中小企業者に対し、海外での豊富な事業経験、輸出入業務に係る実務知識、海外企業と

の業務提携のノウハウ等を有する専門家が、経営課題解決の観点から、企業の個別事情に即したき

め細かなアドバイスを行うことにより、円滑な事業展開を図れるように支援を行うものです。 

 

 

対 象 者 

海外展開に取組む中小企業者（経営者・管理者向け） 

 

 

支援内容 

海外展開に関するアドバイスの申込みのあった中小企業者等に対し、国際化支援シニアマネージ

ャーと専門分野別のアドバイザーが、経営支援の観点から、次の点についてアドバイスを実施しま

す。 

  （１）海外投資に関する専門的・実務的な情報やノウハウ等。 

（２）外国企業との業務提携（生産・販売・技術等の提携）に関する専門的・実務的な各種情報やノウ

ハウ等。 

  （３）商品・製品・原材料等の輸出入に関する専門的・実務的な各種情報やノウハウ等。 

 

【ご注意】 

本制度は、中小企業の国際化に関する課題の解決や経営方針の意思決定について側面から支

援するものです。 

・ アドバイスの内容は、当事者である企業の責任でご活用頂きます。 

・ 契約の交渉や取引先、関係機関との交渉や仲立ちはいたしません。 

・  調査の請負はいたしません。 

・ 特定の取引先の紹介はいたしません。 
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申込時期 

本部（東京）、近畿支部（大阪）、九州支部（福岡）は随時 

他支部・オフィスは定期的に実施 

 

 

申込先 

東京本部、または各支部・オフィスへお申し込みください。 

 

アドバイス制度の基本スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合せ先 

（独）中小企業基盤整備機構 国際化支援センター 海外展開支援課 

TEL：03-5470-1522 FAX：03-5470-1527 

URL：http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/advice/ 

 
 

②内容に応じた国際化支援ア

ドバイザーを選定 

中小企業者（利用者） 

中小企業基盤整備機構/東京・大阪・福岡 
（国際化支援シニアマネージャー） 
 

国際化支援アドバイザー 

⑤アンケート 
提出 ④アドバイスの実施 

③日時・ 
場所の連絡 
 

①利用申込 

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/advice/
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中小企業海外展開支援コーディネーター・リテイン事業 

 

 

目  的 
地域の中小企業の輸出ニーズが高い市場あるいは輸出潜在性の高い市場に、現地マーケッ

トに精通した専門家（海外コーディネーター。以下 Cdr と略す）を配置することにより、中

小企業の海外ネットワークを補完し、個々のビジネスニーズに対応した情報収集・提供、マ

ッチング支援を提供します。 

 

 

対 象 者 
中小企業。 

（地域力連携拠点や自治体、業界団体等の機関も対象可。） 
 

支援内容 
●相談業務 
・輸出支援相談サービス 

Cdr が配置されている国/地域において、皆様の関心産業分野に関して、Cdr が「現地の商

習慣」「売れ筋商品」「現地最新トレンド」「日本からの商品の現地販売可能性」等についての

皆様からのご質問・ご相談に対して、文書にてご回答します。最寄りのジェトロ貿易情報セ

ンターを通じ、申込用紙に質問事項を記入して申し込みしてください。 
右記のウェブも参考方。http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/ 

・現地ブリーフィング・サービス 
Cdr が配置されている国/地域を訪問する際、皆様の関心産業分野の Cdr が配置されている

場合には、当該市場の開拓（＝輸出）に関する個別相談（ブリーフィング・サービス）を現

地で受けることができます。事前予約要。海外ブリーフィング・サービスにて申し込み

（http://www.jetro.go.jp/services/briefing/）。Cdr との面談希望とお書きください 

 

●商談マッチング支援業務 
ジェトロが出展支援を行う「海外見本市」への出展者、及びジェトロが主催する「商談会」

（ジェトロが派遣するミッションに伴うもの）等への参加者に対し、商談成果を高めるべく、

マッチング支援を提供します。 

例：バイヤー事前勧誘、商談事前アレンジ（アポ入れ）、出展者/参加者への事前コンサルテ

ーション、商談会等終了後のフォローアップ等 

http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/
http://www.jetro.go.jp/services/briefing/
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活用のポイント 
●支援対象産業分野以下の６分野①食品・農林水産物、②ファッション・繊維、③デザイン・

地域伝統産品、④コンテンツ、⑤機械・部品、⑥環境・エネルギー 
●海外コーディネーターが配置されている国/地域： 

2010 年度実績で 16 ヶ国、41 名。最新の配置国/地域は以下でご確認ください。 

http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/ 

 

 

申請時期 
平日 9 時～12 時/13 時～17 時（祝祭日、年末年始を除く） 

 

 

フロー図等 
 
       申込 

         →         →         → 
         ←         ←         ← 
        回答 
 
注：中小企業の方々が直接海外 Cdr にコンタクトはできません。 
 

問い合わせ先 
東京： 

 ＜デザイン・地域伝統産品、ファッション・繊維、コンテンツ分野＞ 

   生活文化産業企画課 TEL: 03-3582-5313 

 ＜農林水産・食品分野＞ 

   農林水産・食品企画課 TEL: 03-3582-4966 

 ＜機械・部品分野＞ 

   機械・環境産業企画課 TEL: 03-3582-7571 

 ＜環境・エネルギー分野＞ 

   環境・エネルギー課 TEL: 03-3582-4877  

大阪：ジェトロ大阪本部 事業推進課 TEL:06-6447-2316 

その他：ジェトロ貿易情報センター 

中小企業 
ジ ェ ト ロ 

国 内 貿 情

センター 

ジ ェ ト ロ 

海外事務所 
海外 Cdr 

http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/
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中小企業支援センター ハノイ 

 

 

目  的 

中小企業の皆さまのベトナム進出をサポートします。 

「ジェトロ 中小企業支援センター ハノイ（SSCH）」は、ベトナムでの拠点設立を目指す我が

国中小企業の皆様方に、短期オフィススペースの提供と総合的なコンサルテーションサービ

スの提供を通じ、スムーズな拠点設立と進出後の円滑なビジネス展開をサポートします。勤

勉で豊富な若い労働力と安定した政治、良好な対日関係から「チャイナプラス 1」として注

目されている「ベトナム」でのビジネス拠点の設立を目指す多くの中小企業の皆さまのご利

用をお待ちしております。 

 

対 象 者 

入居対象者： 

・ベトナムへの投資、進出を検討している日本の中小企業 

 

入居資格： 

・ベトナムでの拠点設立を具体的に検討していること。  

・現地の法令に違反する事業計画を含まないこと 

・SSCH の利用者が、当該企業の社員又はこれに準ずる者かつ事業担当者であること 

・ジェトロが支援することが相応しい計画を持つこと。また、事業遂行に必要な信用力があ

ると判断されること 

・日本で法人登記し、中小企業基本法の定めるところの中小企業であること。 

※なお、入居申請後に簡単な審査があります。場合によってはお断りすることもありますの

で予めご了承ください。 

※その他細則はお問い合わせください。 

 

支援内容 

・オフィススペースの提供 

 個室 3室（2～3名用：机、椅子、インターネット接続、電話兼 FAX、プリンター完備）、会

議室、ビジネスライブラリー、コピー機（共有） 

オフィス利用時間：平日 9:00～17:00 

入居期間：3 カ月単位（延長利用は 1 回限り。最長 6 カ月まで利用可能） 

※パソコンは各自持参 

・アドバイザーらによる情報提供・コンサルティング等、 

常駐の海外投資アドバイザー(日本人)による日常的なコンサルティング 

ベトナム政府機関等との連携によるスムーズな情報提供や各種手続きサービス 

詳細はこちら：http://www.jetro.go.jp/services/ssc/ 

http://www.jetro.go.jp/services/ssc/
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申請時期･申請先 

随時 詳しくはジェトロウェブサイト 

（http://www.jetro.go.jp/services/ssc/）よりお申し込みください。 

 

 

フロー図等 

  

 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

http://www.jetro.go.jp/services/ssc/
mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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貿易アドバイザーによる貿易投資相談 

 

 

目  的 

個別コンサルティングにより､貿易・投資などの国際ビジネスにおける皆様の課題解決のサポ

ートをします｡ 

http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/japan/okinawa/advice/ 

 

 

対 象 者 

・貿易を始めたい方｡海外進出を検討されている方｡ 

・貿易、投資の手続きで問題を抱えている方｡ 

 

 

支援内容 

貿易・投資などにおけるコンサルティング(無料)  

〈相談・アドバイスの事例〉 

・輸出入手続・契約方法について知りたい  

・海外の輸入規制について知りたい  

・海外の取引先を探すにはどうしたらよいか 

 

 

活用のポイント 

①相談日：毎週金曜日午後１時～５時 

※急な案件の場合は別途相談に応じますので、お気軽にご相談ください。 

※業務の都合上､変更する場合があります｡ご了承ください。 

②予約制です｡予約時に相談内容をお伝えください｡ 

③ご相談により知り得た情報に関しては、ジェトロの個人情報保護方針に基づいて 

取り扱います｡ 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

Eメール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/japan/okinawa/advice/
mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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輸出促進事業 

 

 

目  的 

県産品の海外への販路開拓・拡大を支援しています｡ 

http://www.jetro.go.jp/services/export/ 

 

 

対 象 者 

自社製品の海外への販路拡大を希望している方 

 

 

支援内容 

①個別貿易相談 

②海外市場・産業に関するセミナー・講演会の開催｡ 

③海外マーケット・商品に関する情報照会｡ 

④TTPP (インターネットを活用した取引相手探し)｡ 

⑤海外の展示会出展支援｡ 

⑥貿易実務講座の開催。 

⑦海外ミニ調査サービス（企業照会・小売価格・制度情報・統計資料等の有料調査サービス） 

⑧海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス 

また、2005年より、優秀な製品を持っていながらこれまで輸出経験がない、あるいは輸出ビジ

ネスを躊躇している輸出有望企業を発掘し、海外販路開拓に向けた支援をおこなう「輸出有望

案件発掘支援事業」を実施しています。 

（詳細はこちら：http://www.jetro.go.jp/services/export/）  

※特に、ジェトロ沖縄では本県の重要産業である農水産物・食品の輸出促進に取り組んでい

ます。有望海外市場に関するセミナーに加え、フランス・パリ国際食品見本市（シアル）、上

海・日本産酒類試飲調査・試験販売会、台北国際食品見本市（フード・タイペイ）、ドイツ国

際食品見本市（アヌーガ）、タイ・日本食フェアといった展示会への出展実績があります。 

 

 

 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/services/export/
http://www.jetro.go.jp/services/export/
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活用のポイント 

輸出を行う際の、下記のポイントについて情報提供・アドバイスを行います。①どの商品を売

り込むか、②どこの市場に売り込むか、③輸出先の市場・産業動向はどうか、④輸出先の輸入

規制・制度・関税・税制はどうか、⑤信頼できる現地取引先をいかに見つけるか、⑥相手先まで

いかに輸送するか、⑦「企業情報」「制度情報」「価格情報」等に関する情報入手、⑧「現地な

らではの生の感覚」に基づく海外ビジネス展開アドバイス 

 

 

問い合わせ先 

ジェトロ沖縄貿易情報センター 

TEL：098-859-7002 FAX：098-859-7456 

E メール：OKI@jetro.go.jp ホームページ：http://www.jetro.go.jp/okinawa/ 

mailto:OKI@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/okinawa/
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